
議 案 名 
富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について 

制 定 趣 旨 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第 

１６２号）第４７条の５に規定する学校運営協議会として、富士見

市コミュニティ・スクール協議会を設置することに伴い、同協議会

の委員の報酬を定める必要があることから改正するものです。 

制 定 内 容 

 富士見市コミュニティ・スクール協議会委員の日額の報酬を定め

るもの。 

別表 

６３ コミュニティ・スクール協議会委員 日額 ３，０００円 

施 行 日 令和８年４月１日 
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富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３９年条例第１号）新旧対照表 

新 旧 

別表（第２条関係） 

１～６１ （略） 

６２ 就学支援委員会委員 日額 ３０，０００円 

６３ コミュニティ・スクール

協議会委員 
日額 ３，０００円 

６４～７７ （略） 

別表（第２条関係） 

１～６１ （略） 

６２ 就学支援委員会委員 日額 ３０，０００円 

６３～７６ （略） 




